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経営機構改革に関するお知らせ 
 

 
この度、当社では、執行役員制度の導入を含めた経営機構改革を、本年６月開催の株主
総会、取締役会を経て実施することを、本日開催の取締役会において決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．取締役会の改革 
１）取締役会の経営の意思決定および執行監督機能と業務執行機能を分離し、その役割と責
任の明確化を図ります。取締役会は当社グループの経営に関する意思決定と業務執行の監
督に専念し、業務執行は執行役員が担う経営体制とします。 
２）定款で規定している取締役の定員枠を「２１名以内」から「１０名以内」に削減し、 
取締役会の活性化、意思決定の迅速化および取締役の機能強化を図ります。 
３）取締役会は、当社グループの経営方針、事業戦略、経営上の重要課題、リスク管理、法
定決議事項などの意思決定および執行監督機能のより一層の強化、迅速化を図ります。 

 
２．執行役員制度の導入 
１）取締役会が決定した経営の基本方針や事業戦略に基づき、迅速かつ柔軟で機動的な業務
執行を行うことを目的に、執行役員制度を導入します。 
２）執行役員の任期は２年とします。 
３）執行役員の選任は、取締役会において決定します。 
４）各執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定します。 

 
３．役員退職慰労金制度の廃止 
  役員退職慰労金制度は、本年定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。また、執行
役員についても退職慰労金は支給しないことといたします。 

 
４．執行役員制度導入後の当社の取締役、監査役の候補者および執行役員の任命につきまして
は、本年５月２４日の決算発表時に併せて発表の予定です。 

 
以 上 


